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令和２年度第７回 府中市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和２年１０月２３日(金)午前９時３０分から午前１０時１０分

２．開催場所 上下町民会館 ２階 会議室

３．出席委員 ８人

１番 秋山 剛 ２番 野津田はるみ ３番 小川康成

６番 瀬尾 毅 ７番 岡本 隆 ９番 木戸安江

10番 久保時治 11番 小寺 旭

推11番 粟根耕作 推12番 井手口昭博

４．欠席委員 ４番 竹内茂樹 ５番 小森山仁司 ８番 末宗龍司

５．傍聴人 なし

６．議事日程

第１ 開会あいさつ

第２ 議事録署名人の指名

第３ 協議事項

議案第27号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第28号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第29号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について

議案第30号 農地利用配分計画案に関する意見について

第４ 報告事項

報告第17号 農地法第５条の規定による届出について

第５ その他

（１）１１月の総会の日程について

７．農業委員会事務局職員

農業委員会事務局長 池田 弘昭

農地係係長 田原 慎吾

農地係主任 田渕 哲也

８．会議の概要

【事務局（池田）】定刻になりましたので、これより令和２年度第７回農業委員会総会を

開催します。まずは会長より挨拶をお願いします。

【議長】（会長挨拶）

本日の欠席委員は４番 竹内委員、５番 小森山委員、８番 末宗委員の３名で

す。定数に達しておりますので、令和２年度第７回農業委員会総会をこれより開催

します。本日の議事日程はあらかじめお手元にお配りしておりますとおりです。な

お、携帯電話につきましては、マナーモードか電源をお切りください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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【議長】それでは、日程第２ 議事録署名委員の指名を行います。本総会の会議録署名

委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、７番 岡本委員、９番 木戸委員

を指名します。よろしくお願いします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】それでは、日程第３ 協議事項に入ります。なお、発言に当たっては、挙手のう

え、議長の指名を受けてからお願いします。

議案第２７号、農地法第３条の規定による許可申請について事務局より説明してく

ださい。

【事務局（田渕）】（議案第２７号を説明）

【議長】それでは、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を粟根委員お願いしま

す。

【推 11 番 粟根委員】10 月９日、譲渡人〇〇 〇さんの農地の所有権移転の現地確認を

行政書士の〇〇さんと小森山委員と私で行いました。

場所は、元府中市立東小学校と、庄之池の間を約 500ｍ行ったところです。508 番

2 と 508 番 3 は１つの農地で、境は南と北に杭が打ってあり、北側は人家が、西側は

谷で、南側は道路に沿って 1.5ｍの石垣です。トラクター、運搬機、コンバイン、田

植え機、乾燥機を持たれており、問題ないと思います。

【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２７号は提案どおり許可妥当とするこ

とにご異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは議案第２７号は提案どおり許可妥当とします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて議案第２８号農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より

説明してください。

【事務局（田渕）】（議案第２８号を説明）

【議長】それでは、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を粟根委員お願いしま

す。

【推 11 番 粟根委員】10 月９日、〇〇さんの農地の賃借権設定の現地確認を〇〇 〇〇

さんと小森山委員と私で行いました。

場所は県道府中金丸線永谷前停留所を北へ 100ｍ行ったところで、〇〇 〇〇さん

の工場の前の農地です。907 番 1 は稲は刈っておりました。細長い農地で、東側は府

中金丸線、北側は１ｍの石垣で、南側下は２ｍの石積みで、排水についてお願いを

しました。〇〇さんと賃借人の〇さんはご近所で、〇〇さんは高齢で農業ができな

く、共有員は大阪に住んでおられますので、この農地を 20 年間賃借権を設定するこ

とになりました。問題ないと思いますので、よろしくお願いします。
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【議長】続いて番号２を井手口委員お願いします。

【推 12 番 井手口委員】10 月 15 日、〇〇行政書士、小寺会長、事務局と私の４名で現

地確認をいたしましたので、補足説明をいたします。

現地は栗柄土生線の峠より少し下った瀬戸集会所の裏側南西山側になります。譲

渡人の〇〇さんは高齢であり、近年、維持管理に苦労されていたそうです。また、

担い手もなく、譲渡の申し出のあった株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に売却をされ、

田１筆と畑２筆に太陽光発電を建設するとのことです。排水については、土地に傾

斜をつけて、左右にあります水路に排水します。また、太陽光の反射については、

近隣４軒に承諾をとっておられます。隣接農地への影響については、対象は南側農

地ですが、石垣で一段高い農地で影響はないと考えられます。以上この件について

は問題ないと思われますので、ご審議をよろしくお願いいたします。

【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２８号は提案どおり許可妥当の意見と

することにご異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２８号は提案どおり許可妥当の意見と

します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、追加議案第２９号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計

画の承認についてですが、農地中間管理事業に取組む案件ですので担当委員の補足

説明は省略します。それでは、事務局から説明をしてください。

【事務局（田渕）】（議案第２９号を説明）

【議長】ただいまの事務局の説明に、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２９号は提案どおり承認とすることに

ご異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２９号は提案どおり承認とします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、追加議案第３０号 農地利用配分計画案に関する意見についてですが、

先程の議案と同じく、農地中間管理事業に取組む案件ですので担当委員の補足説明

は省略します。それでは、事務局から説明してください。

【事務局（田渕）】（議案第３０号を説明）

【議長】ただいまの事務局の説明に、ご質疑はございませんか。
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（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第３０号は提案どおりとすることにご異

議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第３０号は提案どおり異議なしとします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、日程第４ 報告事項ですが、受理日を備考欄へ記載しております。内

容については割愛しますので、不明事項等ありましたら総会後直接事務局へお問い

合わせください。

これをもって本日の議事及び報告については終了とします。

------------------------------------------------------------------------------

【議長】続いて日程第５ その他に入ります。来月の農業委員会の日程についてですが、

１１月２５日（水）午前９時３０分から、会場は上下町民会館 ２階 会議室で決め

たいと思いますが、いかがでしょうか。

（異議なし）

【議長】それでは、次回は１１月２５日（水）午前９時３０分から、会場は上下町民会

館 ２階 会議室と決めさせていただきます。これをもちまして、本日の総会の議事

日程のすべてを終了しました。ご苦労様でした。

令和２年１０月２３日

議長（会長）

以上の議事の内容及び結果について、事実と相違ないことを証するため、議事録署名

人は次に署名押印する。

議事録署名人

議事録署名人


